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国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の新旧対照表（案） 

 

※   は変更点を意味する。 

現 行 改 訂 後 

第１章 国立大学法人等に対する会計監査人の監査（基本的な考え方） 

第４節 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

 企業の会計監査においては、リスク・アプローチに基づく監査が実施され

ている。リスク・アプローチの考え方は、財務諸表等に重要な虚偽の表示が

行われる可能性の要因に着目し、その評価を通じて実施する監査手続やその

実施の時期及び範囲を決定することにより、より効果的でかつ効率的な監査

を実現しようとするものである。このような、効果的かつ効率的な監査の実

施は、国立大学法人等の会計監査においても当然に求められるところであり、

国立大学法人等の会計監査人は、リスク・アプローチに基づき、より効果的

でかつ効率的な監査を実施することが求められる。 

なお、リスク・アプローチの基本的枠組みにおいては、監査上のリスクは、

次のリスクで構成される。 

① 監査リスク：監査人が、財務諸表等の重要な虚偽表示を看過して誤った

意見を形成する可能性をいう。監査リスクは、重要な虚偽表示のリスクと

発見リスクの二つから構成される。 

② 重要な虚偽表示のリスク：監査が実施されていない状態で、財務諸表等

に重要な虚偽表示が存在するリスクをいう。 

 

③ 発見リスク：虚偽表示が存在し、その虚偽表示が個別に又は他の虚偽表

第１章 国立大学法人等に対する会計監査人の監査（基本的な考え方） 

第４節 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

 企業の会計監査においては、リスク・アプローチに基づく監査が実施され

ている。リスク・アプローチの考え方は、財務諸表等に重要な虚偽の表示が

行われる可能性の要因に着目し、その評価を通じて実施する監査手続やその

実施の時期及び範囲を決定することにより、より効果的でかつ効率的な監査

を実現しようとするものである。このような、効果的かつ効率的な監査の実

施は、国立大学法人等の会計監査においても当然に求められるところであり、

国立大学法人等の会計監査人は、リスク・アプローチに基づき、より効果的

でかつ効率的な監査を実施することが求められる。 

なお、リスク・アプローチの基本的枠組みにおいては、監査上のリスクは、

次のリスクで構成される。 

① 監査リスク：会計監査人が、財務諸表等の重要な虚偽の表示を看過して

誤った意見を形成する可能性をいう。監査リスクは、重要な虚偽表示のリ

スクと発見リスクの二つから構成される。 

② 重要な虚偽表示のリスク：監査が実施されていない状態で、財務諸表等

に重要な虚偽の表示が存在するリスクをいい、誤謬による重要な虚偽表示

のリスクと不正による重要な虚偽表示のリスクがあるう。 

③ 発見リスク：虚偽の表示が存在し、その虚偽の表示が個別に又は他の虚
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示と集計して重要になり得る場合に、監査リスクを合理的に低い水準に抑

えるために、監査人が監査手続を実施してもなお発見できないリスクをい

う。 

 

さらに、重要な虚偽表示のリスクはアサーション・レベルにおいて、以下

の二つの要素で構成される。 

① 固有リスク：関連する内部統制が存在していないとの仮定の上で、取引種

類、勘定残高、開示等に係るアサーションに、個別に又は他の虚偽表示と

集計すると重要となる虚偽表示が行われる可能性をいう。 

 

② 統制リスク：取引種類、勘定残高又は開示等に係るアサーションで発生し、

個別に又は他の虚偽表示と集計すると重要となる虚偽表示が、国立大学法

人等の内部統制によって防止又は適時に発見・是正されないリスクをいう。 

 

リスク・アプローチに基づく監査の実施においては、監査リスクを合理的

に低い水準に抑えることが求められる。このため、国立大学法人等の会計監

査人は、財務諸表等全体レベルとアサーション・レベルの重要な虚偽表示の

リスクを評価することにより、虚偽表示が行われる可能性に応じて、会計監

査人が自ら行う監査手続やその実施の時期及び範囲を策定するための基礎と

なる発見リスクの水準を決定しなければならない。例えば、重要な虚偽表示

のリスクが高いと判断したときは、自ら設定した合理的な監査リスクの水準

が達成されるように発見リスクの水準を低く設定し、より詳細な監査手続を

実施することが必要となる。また、重要な虚偽表示のリスクが低いと判断し

たときは、発見リスクを高めに設定し、適度な監査手続により合理的な監査

リスクの水準が達成できることになる。このように、重要な虚偽表示のリス

偽の表示と集計して重要になり得る場合に、監査リスクを合理的に低い水

準に抑えるために、会計監査人が監査手続を実施してもなお発見できない

リスクをいう。 

 

さらに、重要な虚偽表示のリスクは財務諸表等項目アサーション・レベル

において、以下の二つの要素で構成される。 

① 固有リスク：関連する内部統制が存在していないとの仮定の上で、取引種

類、勘定残高及び注記事項、開示等に係る監査要点アサーションに、個別

に又は他の虚偽の表示と集計すると重要となる虚偽の表示が行われる可能

性をいう。 

② 統制リスク：取引種類、勘定残高及び注記事項、又は開示等に係る監査要

点アサーションで発生し、個別に又は他の虚偽の表示と集計すると重要と

なる虚偽の表示が、国立大学法人等の内部統制によって防止又は適時に発

見・是正されないリスクをいう。 

リスク・アプローチに基づく監査の実施においては、監査リスクを合理的

に低い水準に抑えることが求められる。このため、国立大学法人等の会計監

査人は、財務諸表等全体レベルと財務諸表等項目アサーション・レベルの重

要な虚偽の表示のリスクを評価することにより、虚偽表示が行われる可能性

に応じて、会計監査人が自ら行う監査手続やその実施の時期及び範囲を策定

するための基礎となる発見リスクの水準を決定しなければならない。例えば、

重要な虚偽表示のリスクが高いと判断したときは、自ら設定した合理的な監

査リスクの水準が達成されるように、発見リスクの水準を低く設定し、より

詳細な監査手続を実施することが必要となる。また、重要な虚偽表示のリス

クが低いと判断したときは、発見リスクを高めに設定し、適度な監査手続に

より合理的な監査リスクの水準が達成できることになる。このように、重要
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クの評価を通じて、発見リスクの水準が決定される。 

リスク・アプローチに基づいて監査を実施するためには、会計監査人によ

る各リスクの評価が決定的に重要となる。このため、国立大学法人等の会計

監査人は、国立大学法人等の会計処理と関連を有する法人法等の法令の規定

に関する情報、国立大学法人等の中期目標、中期計画及び年度計画等の計画

に関する情報、国立大学法人等の組織や人的構成、内部統制の機能その他の

情報を入手することが必要となる。 

な虚偽表示のリスクの評価を通じて、発見リスクの水準が決定される。 

リスク・アプローチに基づいて監査を実施するためには、会計監査人によ

る各リスクの評価が決定的に重要となる。このため、国立大学法人等の会計

監査人は、国立大学法人等の会計処理と関連を有する法人法等の法令の規定

に関する情報、国立大学法人等の中期目標、中期計画及び年度計画等の計画

に関する情報、国立大学法人等の組織や人的構成、内部統制の機能その他国

立大学法人等の業務運営に関わるの情報を入手することが必要となる。 

第２章 監査の前提条件 

第１節 内部統制 

（略） 

なお、内部統制の確立、維持自体は、国立大学法人等の長の責任において

行うべきものである。会計監査人は、監査の効率化や監査リスクの判断に内

部統制を活用するだけであって、内部統制の確立、維持は会計監査人の責務

ではない。しかし、内部統制の有効性が監査の方法や結果に重要な影響を及

ぼすことから、会計監査人は国立大学法人等の内部統制に重大なる関心を持

つことが必要であり、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適時

に、書面により法人の長（法人の長に直接報告することが適切でない場合を

除く。）及び監事に報告しなければならない。 

（略） 

第２章 監査の前提条件 

第１節 内部統制 

（略） 

なお、内部統制の確立、維持自体は、国立大学法人等の長の責任において

行うべきものである。会計監査人は、監査の効率化や監査リスクの判断に内

部統制を活用するだけであって、内部統制の確立、維持は会計監査人の責務

ではない。しかし、内部統制の有効性が監査の方法や結果に重要な影響を及

ぼすことから、会計監査人は国立大学法人等の内部統制に重大なる関心を持

つことが必要であり、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適時

に、書面により国立大学法人等の長（国立大学法人等の長に直接報告するこ

とが適切でない場合を除く。）及び監事に報告しなければならない。 

（略） 

第６章 国立大学法人等に対する会計監査人の監査の基準 

第４節 実施基準 

第２ 監査計画の策定 

１～３（略） 

４ 会計監査人は、財務諸表等項目に関連して暫定的に評価した重要な虚偽

表示のリスクに対応する、内部統制の運用状況の評価手続及び発見リスクの

第６章 国立大学法人等に対する会計監査人の監査の基準 

第４節 実施基準 

第２ 監査計画の策定 

１～３（略） 

４ 会計監査人は、財務諸表等項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評

価に当たっては、固有リスク及び統制リスクを分けて評価しなければならな
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水準に応じた実証手続に係る監査計画を策定し、実施すべき監査手続、実施

の時期及び範囲を決定しなければならない。 

 

 

 

 

 

５ 会計監査人は、会計上の見積りや収益認識等の判断に関して財務諸表等に

重要な虚偽の表示をもたらす可能性のある事項、不正の疑いのある取引、特

異な取引等、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、そ

のリスクに対応する監査手続に係る監査計画を策定しなければならない。 

 

 

 

 

６・７（略） 

い。固有リスクについては、重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、

虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合

わせて評価しなければならない。また、会計監査人は、財務諸表等項目に関

連して暫定的に評価した重要な虚偽表示のリスクに対応する、内部統制の運

用状況の評価手続及び発見リスクの水準に応じた実証手続に係る監査計画

を策定し、実施すべき監査手続、実施の時期及び範囲を決定しなければなら

ない。 

５ 会計監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場

合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存

在すると評価した場合には、そのリスクを特別な検討を必要とするリスクと

して取り扱わなければならない。特に、会計監査人は、会計上の見積りや収

益認識等の判断に関して財務諸表等に重要な虚偽の表示をもたらす可能性

のある事項、不正の疑いのある取引、特異な取引等、特別な検討を必要とす

るリスクがあると判断した場合には、そのリスクに対応する監査手続に係る

監査計画を策定しなければならない。 

６・７（略） 

第３ 監査の実施 

１・２（略） 

３ 会計監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合に

は、それが財務諸表等における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確

かめるための実証手続を実施し、また、必要に応じて、内部統制の整備状況

を調査し、その運用状況の評価手続を実施しなければならない。 

 

４（略） 

５ 会計監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、国立大学法

第３ 監査の実施 

１・２（略） 

３ 会計監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合に

は、それが財務諸表等における重要な虚偽の表示をもたらしていないかを確

かめるための実証手続を実施し、また、必要に応じて、内部統制の整備状況

を調査し、必要に応じて、その運用状況の評価手続を実施しなければならな

い。 

４（略） 

５ 会計監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、国立大学法
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人等の長が行った見積りの方法の評価、その見積りと会計監査人の行った見

積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければな

らない。 

 

６～１０（略） 

人等の長が行った見積りの方法（国立大学法人等の長が採用した手法並びに

それに用いられた仮定及びデータを含む。）の評価、その見積りと会計監査

人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手

しなければならない。 

６～１０（略） 

第５節 報告基準 

第２ 監査報告書の記載区分 

１ （略） 

２ 会計監査人は、財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説

明を付す必要がある事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分を

設けて、意見の表明とは明確に区別しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

３・４（略） 

第５節 報告基準 

第２ 監査報告書の記載区分 

１ （略） 

２ 会計監査人は、次に掲げる事項財務諸表の記載について強調する必要が

ある事項及び説明を付す必要がある事項を監査報告書に記載するに当たっ

ては、別に区分を設けて、意見等の表明とは明確に区別しなければならない。 

(1) 監査した財務諸表等を含む開示書類 （準用通則法第３８条第１項に定め

る財務諸表並びに同条第２項に定める事業報告書及び決算報告書並びに監

査報告書）のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容

（以下「その他の記載内容」という。）に関する事項 

(2) 財務諸表の記載について強調する必要がある事項及び説明を付す必要が

ある事項 

３・４（略） 

（新設） 第６ その他の記載内容 

１ 会計監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務

諸表等又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある

かどうかについて検討しなければならない。また、会計監査人は、通読及

び検討に当たって、財務諸表等や監査の過程で得た知識に関連しないその

他の記載内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払わなければならな

い。 
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２ 会計監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、国立大学法人等の

長及び監事の責任、会計監査人は意見等を表明するものではない旨、会計

監査人の責任及び報告すべき事項の有無並びに報告すべき事項がある場合

はその内容を監査報告書に記載しなければならない。ただし、意見等を表

明しない場合には記載しないものとする。 

第６ 追記情報 

会計監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と

判断した事項は、監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記する

ものとする。 

(1) 正当な理由による会計方針の変更 

(2) 重要な偶発事象 

(3) 重要な後発事象 

(4) 監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその

他の記載内容との重要な相違 

第７６ 追記情報 

会計監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と

判断した事項は、監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記する

ものとする。 

(1) 正当な理由による会計方針の変更 

(2) 重要な偶発事象 

(3) 重要な後発事象 

(4) 監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその

他の記載内容との重要な相違 

第７ 利益処分案、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告

書に対する報告 

（略） 

第８７ 利益処分案、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報

告書に対する報告 

（略） 

第８ 参考資料 

（略） 

第９８ 参考資料 

（略） 

 


